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１．海上輸出関連業務の見直し１．海上輸出関連業務の見直し
海上輸出関連業務のうち下記の事項について見直しが必要と考えており、今後、ＷＧにおいて検

討を進めることとしたい。

区分 概要 備考

１．個別検討事項 海上輸出関連業務の改善
→海上輸出関連業務のうち、①SIR業務、②ACL業務の改善を行う。海上輸出関連業務のうち、①SIR業務、②ACL業務の改善を行う。

２．現行仕様 【SIR業務】輸出者から海貨業等へ発出される船積指図書情報の登録を可能
としている。

【ACL業務】D/R等の作成に必要な情報の登録を可能としている。さらに、【ACL業務】D/R等の作成に必要な情報の登録を可能としている。さらに、
Sea Waybill情報の荷主への提供、Sea Waybill発行に際しての船賃の電
子決済処理等の機能を付加したACL03及びACL04業務を新設している。

３．見直しの経緯
（利用者の要望等）

【SIR業務】登録する荷主、情報を受領する通関業・海貨業の両者ともに活
用できていない。

【ACL業務】ヒアリング結果から、下記の３点が大きな問題と考えられる。
① 現行のACL業務フローがNVOCC扱い貨物の業務実態と乖離してい

る可能性がある。
② ACL業務が使用されていないケースがある。② ACL業務が使用されていないケ スがある。
③ アタッチシートがNACCS以外の手段でやりとりされている。

４．次期仕様 【SIR業務】
・NACCS業務における位置づけ（メリット）を明確にした上で、荷主－
通関業・海貨業間の運用方法を整理する。通関業 海貨業間 運用方法を整理する。
・一部業務フローを見直すことで、後続業務との連携をスムーズにする。

【ACL業務】
※今回は現状の問題点の把握のみとし、次期仕様の提示については別途実

施する

1

施する。

５．その他



ＳＩＲ業務の改善
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（１）海上輸出関連業務のフロー＜現行＞
２２．．SIRSIR業務の業務の改善改善

ブッキング 貨物情報登録 搬入／申告 バンニング
ＣＹ搬入・船積

D/R作成
出港

D/R作成

輸
出
者

海
貨

通
関

輸出貨物情報登録

船積指図書（S／I）
情報登録
ＳＩＲ

船積確認事項登録
ＡＣＬ０１ ０４

搬入前申告

SIR業務は輸出業務の最上
流の位置づけ。後続はECR
業務。

貨
業

関
業

Ｎ
Ｖ
Ｏ
Ｃ

ＥＣＲ ＡＣＬ０１ー０４

船積確認事項登録
（ハウス単位）呼出し

ＡＣＬ１２
ハウス

D/R情報

搬入後申告

Ｃ
Ｃ

保
税
蔵
置

搬入確認登録
（輸出未通関）

ＢＩＣ

船積確認事項登録
ＡＣＬ０１ー０４

バンニング情報登録
ＶＡＮ/ＶＡＥ②貨物情報登録

【凡例】

搬入確認登録
（輸出未通関）

ＢＩＣ

①ブッキング情報登録／空
コンテナピックアップ

置
場

通
関
業

ＢＩＣ

輸出申告
ＥＤＣ

②貨物情報登録

④輸出申告

③貨物搬出入／貨物取扱

ＢＩＣ

Ｃ
Ｙ

船積情報登録
ＣＬＲ

ＣＹ搬入確認登録
ＣＹＡ

⑥CY搬入／船積

⑦Ｓ／Ｉ送付・Ｄ／Ｒ作

⑤バンニング情報登録

船
会
社

船
舶
代
理

マスタ
D/R情報

⑦Ｓ／Ｉ送付・Ｄ／Ｒ作
成・Ｂ／Ｌ作成

ブッキング情報登録
ＢＫＲ
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・理
店 船積確認登録
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２２．．SIRSIR業務の改善業務の改善

（２）現状の問題点

問題点①：荷主がNACCSにS/I情報を登録する目的が明確になっていない。

【荷主】
・現状メール等で送付しているS/IをNACCS
から1本化して送付可能。

【通関業・海貨業】

荷主がNACCSを使用せず
に、メール等を使用して
S/I情報を送付している。

導
入
当
初

現【通関業・海貨業】
・取引先の荷主に関わらず、統一フォーマッ
トでS/Iを受領可能。

・NACCSで受信したS/I情報を呼び出し、
ECR業務やACL業務を実施可能とする

初
の
目
的

現
状ギャップ

ECR業務やACL業務を実施可能とする。

問題点②：S/I情報を本来受け取るべき利用者と、NACCSで受信する利用者が異なっ
ている （実際の作業フロ とNACCSの情報の流れが異なる ）ている。（実際の作業フローとNACCSの情報の流れが異なる。）

NACCSに参加し
ていないケースも
ある

実際の作業フロー

NACCSにおけるフ
ロー

ギャップ

荷
主

海
貨
業

（
荷
主
営

業
）

通
関
業

輸出指示 作業指示

S/I
SIR業務

S/I
情報
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２２．．SIRSIR業務の改善業務の改善

１．現行仕様＜SIR業務＞

SIR ECR EDA/EDC VAN ACL

SIR業務の登録内容

ECR業務の登録内容

EDA/EDC業務の登録内容

VAN業務の登録内容

【凡例】
問題点③：S/I情報を呼び出し、後続業務に展開する仕組みを提供しているが、SIR業務は任意業
務である為、実質的にはECR業務以降に登録された情報が後続業務で展開される。

SIR ECR EDA/EDC VAN

S/I番号

輸出管理番号 輸出管理番号 輸出管理番号

ACL

輸出管理番号

荷受人情報

荷送人情報 荷送人情報

荷受人情報

荷送人情報

荷受人情報

荷送人情報

ブッキング番号 ブッキング番号 ブッキング番号

船舶、積出港

記号番号

品名

船舶、積出港

記号番号

品名

船舶、積出港

記号番号

品名

船舶、積出港 船舶、積出港

記号番号

品名

個数、重量、容積等

危険品情報、搬入先

個数、重量、容積等

搬入先

個数、重量、容積等 個数、重量、容積等

搬入先

コンテナ番号

個数、重量、容積等

コンテナ番号

本来であれば、後
続業務（ECR業務
やACL業務）に展

現状は、SIR業務が実施され
ず、ECR業務から業務がス
タートする為、ECR業務以

ギャップ

問題点④：荷送人、荷受人、品名等について、EDA、
EDC業務により税関向け情報で上書きされる為、ACL
業務で呼び出される情報が、SIRの情報ではなく、税関

6

やACL業務）に展
開可能である項目 降に登録された情報が後続

業務で展開されている。

ギャップ 業務 呼び される情報 、 情報 なく、税関
向け情報が呼び出されてしまう。
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２２．．SIRSIR業務の改善業務の改善

（３）次期見直しの方向性

問題点①：荷主がNACCSにS/I情報を登録する目的
が明確になっていない。 方向性①：S/I情報の運用について 関係者が明確になっていない。

問題点②：S/I情報を本来受け取るべき利用者と、
NACCSで受信する利用者が異なっている。（実際

方向性①：S/I情報の運用について、関係者
間で事前に意識合わせを行う。

の作業フローとNACCSの情報の流れが異なる。）

問題点③：S/I情報を呼び出し、後続業務に展開する
仕組みを提供しているが、SIR業務は任意業務であ
る為、実質的にはECR業務以降に登録された情報が
後続業務で展開される。

方向性②：次ページのとおり、S/I情報は
ACL業務につながる上流情報という位置づ
けに変更する。（ECR→EDA/EDC業務で
登録する税関向け情報の流れとは異なる情後続業務後続業務 展開され 。

問題点④：荷送人、荷受人、品名等について、EDA、
EDC業務により税関向け情報で上書きされる為、

登録する税関向け情報の流れとは異なる情
報の流れとする。）

方向性③：必要な情報のみ、引き続きACL
業務では最新の貨物情報からの呼び出しをEDC業務により税関向け情報で上書きされる為、

ACL業務で呼び出される情報が、SIRの情報ではな
く、税関向け情報が呼び出されてしまう。

可能
業務では最新の貨物情報からの呼び出しを
可能とする。
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２２．．SIRSIR業務の改善業務の改善

【方向性②のイメージ】

荷送人情報

SIR

S/I番号

荷送人情報

ACL
S/I情報から呼び
出す項目

荷受人情報

荷送人情報

船舶、積出港

品名

荷受人情報

荷送人情報

船舶、積出港
最新の貨物情報か
ら呼び出す項目

記号番号

品名

個数、重量、容積等

危険品情報 搬入先

ECR EDA/EDC VAN

輸出管理番号 輸出管理番号 輸出管理番号 輸出管理番号

品名

個数、重量、容積等

ら呼び出す項目

危険品情報、搬入先

荷送人情報

荷受人情報

荷送人情報

輸出管理番号 輸出管理番号 輸出管理番号

ブッキング番号 ブッキング番号 ブッキング番号

船舶、積出港

記号番号

品名

荷受人情報

船舶、積出港

記号番号

品名

船舶、積出港

記号番号

従来通り、S/I情報を
ECR業務で呼び出し可
能とする。

品名

個数、重量、容積等

搬入先

品名

個数、重量、容積等 個数、重量、容積等

搬入先

コンテナ番号

個数、重量、容積等

コンテナ番号コンテナ番号 コンテナ番号
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S/I送付 D/R情報作成（ハウス） ハウスB/L情報集約 D/R情報作成（マスター） D/R情報受信（マスター）

２２．．SIRSIR業務の改善業務の改善
（４）海上輸出関連業務のフロー＜見直し後＞

S/I送付 D/R情報作成（ハウス） ハウスB/L情報集約 D/R情報作成（マスタ ） D/R情報受信（マスタ ）

輸
出
者

海
貨
業

船積指図書（S／I）
情報登録
ＳＩＲ

船積確認事項登録
ＡＣＬ０３／０４

業

ＮＶＯＣＣ

船
会

社
・
船

舶
代
理

店

船積確認事項登録
（ハウス単位）呼出し

ＡＣＬ１２

船積確認事項登録
ＡＣＬ０３／０４

マスタ
D/R情報

ハウス
D/R情報

変更点①-1
D/R作成の業務フローと
貨物・申告情報の業務フ
ローを分ける。
その上で、SIR業務はACL
業務の前段業務の位置づ
けとする。

変更点①-2
SIR業務で登録された情報を呼び出す。ただし、会船理

ブッキング 貨物情報登録 搬入／申告 バンニング ＣＹ搬入・船積 出港

海通 輸出貨物情報登録 搬入前申告

必要な情報のみ貨物情報からも呼び出しを可
能とする。

海
貨
業

通
関
業

保
税
蔵
置

輸出貨物情報登録
ＥＣＲ

搬入確認登録
（輸出未通関）

ＢＩＣ

バンニング情報登録
ＶＡＮ/ＶＡＥ

搬入確認登録
（輸出未通関）

ＢＩＣ

搬入前申告

搬入後申告

場

通
関
業

輸出申告
ＥＤＣ

Ｃ
Ｙ

船積情報登録
ＣＬＲ

ＣＹ搬入確認登録
ＣＹＡ
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店

船積確認登録
ＣＣＬ

ブッキング情報登録
ＢＫＲ



ＡＣＬ業務の改善
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３３．．ACLACL業務の改善～はじめに～業務の改善～はじめに～

ＡＣＬ業務の現状

①現行のＡＣＬ業務フローが、ＮＶＯＣＣ扱い貨物の業務実態と乖離している可能性
がある。

②ACL業務が使用されていない（ アル運用されている）ケ スがある

ＡＣＬ業務の現状

②ACL業務が使用されていない（マニュアル運用されている）ケースがある。
③ケースマークを始めとするアタッチシートがＮＡＣＣＳ以外の手段でやりとりされ

ている。

改善の必要性が
あると認識！

本資料の目的

次の３点を中心に利用者様にヒアリングを行い、本資料では当該ヒアリング結果
等を踏まえて、課題の整理を行っている。

（１）業務フローについて（１）業務フロ について
（２）マニュアル運用の現状について
（３）アタッチシートの扱いについて
提示した資料を基に、現状のおける問題点、次期における方向性等について検討

を行うこととする
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３３．．ACLACL業務の改善～（１）業務フローについて～業務の改善～（１）業務フローについて～
①ACL業務（ＮＶＯＣＣ扱い貨物）の現行フロー

ＮＶＯＣＣ扱い貨物に関するACL業務の現行ＮＡＣＣＳフローは次のとおり（ACL手順書から抜粋）。

海
貨
業

ハウスB/L作成

情報を登録 ACL01

（Co-Lｏａｄ貨物）

ACL01 ACL01 ACL01

（FCL貨物等）

ACL01

（混載貨物）

ＮＶＯＣＣ扱い貨物に関するACL業務の現行ＮＡＣＣＳフ は次のとおり（ACL手順書から抜粋）。

（参考）
船会社扱い貨物

NVOCC扱い貨物

業
等

情報を登録

ハウスB/L作成
情報を受信

ハウス単位
船積確認

事項情報Ｂ

ハウス単位
船積確認

事項情報Ａ

ACL01

ハウス単位
船積確認

事項情報Ａ Ｎ

ACL01 ACL01 ACL01

ハウス単位
船積確認

事項情報Ａ

ACL01

情報を受信 事項情報Ｂ
事項情報Ａ

事項情報Ａ

ACL12

Ｎ
Ｖ
Ｏ
Ｃ
Ｃ

ACL01

事項情報Ａ

業務実態
Ｎ
Ｖ
Ｏ
Ｃ
Ｃ

ハウス単位
船積確認

事項情報ＢＮ
Ｖ

ACL01

ACL12

ハウスB/L作成
情報をマスタ単
位にまとめる

ACL12

と乖離？

マスタ単位に
B/L作成情報を

登録

ACL12

Ｖ
Ｏ
Ｃ
ＣACL01

ACL01

ACL01

船
会

登録

マスタB/L作
成情報を受信

船積確認
事項情報船積確認

マスタ単位
船積確認
事

船積確認

マスタ単位
船積確認

ACL01

船積確認

マスタ単位
船積確認

社成情報を受信 事項情報
船積確認

事項情報Ｂ

船積確認
事項情報Ａ

事項情報 船積確認
事項情報Ｂ

船積確認
事項情報Ａ

事項情報
船積確認

事項情報Ａ
事項情報
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３３．．ACLACL業務の改善～（１）業務フローについて～業務の改善～（１）業務フローについて～
②ＦＣＬ貨物の現行フローの確認

ＮＶＯＣＣ扱い貨物（ＦＣＬ貨物）に関するACL業務の現行ＮＡＣＣＳフロー及び業務実態は次のとおり。

海
貨
業 ACL01

ＮＶＯＣＣ扱い貨物（ＦＣＬ貨物）に関するACL業務の現行ＮＡＣＣＳフ 及び業務実態は次のとおり。

現行フロー 業務実態

ACL01
S/I・

ACL控等

ハウス
B/L

【業務実態】
①海貨業が直接船会社に対し

てマスタのACL業務を実施

海
貨
業業

等
ACL01 ACL01ACL控等

B/L
受領

てマスタのACL業務を実施
している。

②ＮＶＯＣＣは、海貨業から
受領したS/I等を元に、ハウ
スB/Lを発行している。

業
等

指示書

ハウス単位
ＡＣＬ情報Ａ S/I・

ACL控等
受領

ハウス
B/L
発行

Ｎ

指示書

【確認事項】Ｎ
Ｖ
Ｏ
Ｃ
Ｃ

ACL12

マスタ
B/L

Ｎ
Ｖ
Ｏ
Ｃ
Ｃ

【確認事項】
①業務実態として左記のとおり

という認識で合っているか。
②左記フローでは、ハウスB/L

発行にあたり、ACL情報を
活用 きな 状況にあるが

ACL01

B/L
受領実施されてい

ない

活用できない状況にあるが、
次期においてハウスB/L発行
に関連する機能追加等は必要
となるか。

船
会

ハウス単位

マスタ単位
ＡＣＬ情報

マスタ単位
ＡＣＬ情報

マスタ
B/L
発行

船
会
社社 ハウス単位

ＡＣＬ情報Ａ

ＡＣＬ情報 ＡＣＬ情報 発行
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３３．．ACLACL業務の改善～（１）業務フローについて～業務の改善～（１）業務フローについて～
③混載貨物の現行フローの確認

ＮＶＯＣＣ扱い貨物（混載貨物）に関するACL業務の現行ＮＡＣＣＳフロー及び業務実態は次のとおり。

海
貨
業

ＮＶＯＣＣ扱い貨物（混載貨物）に関するACL業務の現行ＮＡＣＣＳフ 及び業務実態は次のとおり。

現行フロー 業務実態

S/I等

【業務実態】
・マスタ単位のＡＣＬ業務を
実施しているのは必ずしもＮACL01 ACL01 ACL01 ACL01

ハウスB/L
A

ハウスB/L
Ｂ

海
貨
業業

等
S/I等

S/I等
受領

実施しているのは必ずしもＮ
ＶＯＣＣとは限らない。しか
しながら、業務フローに関し
ては現行フローで問題ない。

ハウス単位
ＡＣＬ情報Ｂ

ハウス単位
ＡＣＬ情報Ａ

ACL01 ACL01 ACL01 ACL01

ハウスB/L
Ｂ

発行

A
受領

Ｂ
受領

業
等

ハウス単位
ＡＣＬ情報Ａ

ハウス単位
ＡＣＬ情報Ｂ受領ＡＣＬ情報ＢＡＣＬ情報Ａ

Ｎ
Ｖ
Ｏ
Ｃ
Ｃ

ハウスB/L
Ａ

発行

発行

マスタB/L

ＡＣＬ情報Ａ ＡＣＬ情報Ｂ

マスタ単位 【確認事項】Ｎ
Ｖ
Ｏ
Ｃ
Ｃ

ACL12

ハウス単位
ＡＣＬ情報Ａ

ハウス単位
ＡＣＬ情報Ｂ

マスタB/L
受領

マスタ単位
ＡＣＬ情報

【確認事項】
・業務実態として左記のとお
りという認識で合っているか。

ACL01

保
税
蔵
置
場

ＡＣＬ情報Ａ ＡＣＬ情報Ｂ

ACL12

船
会 ハウス単位

マスタ単位
ＡＣＬ情報

マスタ単位
ＡＣＬ情報

ACL01

マスタB/L
発行

船
会会

社 ハウス単位
ＡＣＬ情報Ｂ

ハウス単位
ＡＣＬ情報Ａ

ＡＣＬ情報 ＡＣＬ情報 発行
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３３．．ACLACL業務の改善～（１）業務フローについて～業務の改善～（１）業務フローについて～
④Co-Load貨物の現行フローの確認

ＮＶＯＣＣ扱い貨物（Co-Load貨物）に関するACL業務の現行ＮＡＣＣＳフロー及び業務実態は次のとおり。

海
貨
業

ＮＶＯＣＣ扱い貨物（Co Load貨物）に関するACL業務の現行ＮＡＣＣＳフ 及び業務実態は次のとおり。

現行フロー 業務実態

ACL01 ACL01
マニュアル
D/R情報Ｄ

ハウスB/L
Ｂ受領

【業務実態】
・ハウスのＡＣＬ情報がＮＡ
ＣＣＳで行われていないケー

海
貨
業業

等

ハウス単位
ＡＣＬ情報Ａ

ACL01

Ｎ

ハウス単位
ＡＣＬ情報Ｂ

ACL01 D/R情報Ｄ

マニュアル
D/R情報Ｄ

ハウスB/L
Ｂ発行

Ｂ受領 ＣＣＳで行われていないケー
スもある。しかしながら、業
務フローに関しては現行フ
ローで問題ない。

業
等

Ｎ

ACL12

ACL01

Ｎ
Ｖ
Ｏ
Ｃ
Ｃ

ＡＣＬ情報Ｂ

ACL01

マニュアル
D/R情報Ｅ

D/R情報Ｄ

ハウス（マ
スタ）B/L

受領

発行
Ｎ
Ｖ
Ｏ
Ｃ
Ｃ

ACL12

【確認事項】

ハウス単位
ＡＣＬ情報Ｂ

ACL01

Ｎ

ハウス（マ
スタ）単位

情報

ACL01

マニュアル
D/R情報Ｅ

受領

ハウス（マ
スタ） B/LＮ

【確認事項】
・業務実態として左記のとお
りという認識で合っているか。

ACL12

ACL01

Ｎ
Ｖ
Ｏ
Ｃ
Ｃ

ＡＣＬ情報 D/R情報Ｅ

ACL01
マスタB/L

領

発行

ハウスのＡＣＬ情
報がＮＡＣＣＳに
登録されていない
ケースもある。

Ｎ
Ｖ
Ｏ
Ｃ
Ｃ

ACL12

船
会

ハウス単位

マスタ単位
ＡＣＬ情報

ACL01 ACL01

マスタ単位 マスタB/L
発行

受領

船
会
社社 ハウス単位

ＡＣＬ情報Ｂ

ハウス単位
ＡＣＬ情報Ａ

ＡＣＬ情報
ＡＣＬ情報 発行
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３３．．ACLACL業務の改善～（２）マニュアル運用の現状について～業務の改善～（２）マニュアル運用の現状について～
①ACL業務のマニュアル運用について

以下のような理由により、ＡＣＬ業務が使用されておらず、一部マニュアルで運用されているケースがある。以下のような理由により、ＡＣＬ業務が使用されておらず、 部マ アルで運用されているケ スがある。

問題点①：様々なパターンで発行されるハウスB/L扱い
貨物について システムで対応できていないケ スが

代表的な業務処理パターンを前掲したが、
システムでカバ すべき範囲をどのよう
代表的な業務処理パターンを前掲したが、
システムでカバ すべき範囲をどのよう貨物について、システムで対応できていないケースが

ある。
システムでカバーすべき範囲をどのよう
に考えるか。
システムでカバーすべき範囲をどのよう
に考えるか。

問題点②：一部の船会社・NVOCCのみがACL情報の受
信を受け付けている状態であり、依然として参加（利
用）者が少ない。特に中国・近海アジア航路の船社の

が

問題点②、③に対する方向性（案）と
して次のことを検討している。

BLI紙フォーマットに近いD/R情報を出力可能
であるACL03/ACL04業務の利用を促進し

問題点②、③に対する方向性（案）と
して次のことを検討している。

BLI紙フォーマットに近いD/R情報を出力可能
であるACL03/ACL04業務の利用を促進し利用が進んでいない。

問題点③：利用者相互間におけるACL送信ルールが複雑

であるACL03/ACL04業務の利用を促進し、
NACCSの利用率向上を目指す。→現行の
ACL01/02業務の機能を廃止する。

利用者間における運用を整理する。またACL
情報の活用によるメリ トを未対応の船会社

であるACL03/ACL04業務の利用を促進し、
NACCSの利用率向上を目指す。→現行の
ACL01/02業務の機能を廃止する。

利用者間における運用を整理する。またACL
情報の活用によるメリ トを未対応の船会社

である。
情報の活用によるメリットを未対応の船会社・
NVOCCに説明し利用を促す。
情報の活用によるメリットを未対応の船会社・
NVOCCに説明し利用を促す。

問題点④：利用者からの要望を受け、業務仕様の一部変
更を実施したが、依然として入出力項目に項目の不足
や繰り返し数の不足等があり、根本的な改善策が図ら
れていない。

ACL業務の入出力項目の見直しについて
は詳細設計時に検討する。
ACL業務の入出力項目の見直しについて
は詳細設計時に検討する。
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３３．．ACLACL業務の改善～（３）アタッチシートの扱いについて～業務の改善～（３）アタッチシートの扱いについて～
①アタッチシートの現状の運用について

アタッチシートについては、現状、次のとおり運用されており、EDI化が進んでいない。アタッチシ トに いては、現状、次のとおり運用されており、EDI化が進んでいない。

荷 / 等
ケースマーク

アタッチシー
ト（ケ ス

ハウスB/L
元の情報はExcel
等で作成されてい

★荷主から送られたアタッチ
シートの情報が加工されるこ
となく、紙の情報として様々

荷
主

海

S/I等
ケ スマ ク

等

アタッチシー

ト（ケース
マーク等）

FAX

カウン
ター渡し

/
受領

等で作成されてい
るが、FAXで送
付

な利用者の間で受け渡しされ
ている。

海
貨
業

N

ACL業
務

アタッチシ
ト（ケース
マーク等）

FAX

ター渡し
等

アタッチシーN
V
O
C
C

アタッチシー
ト（ケース
マーク等）

ハウス
ACL情
報①

アタッチシー
ト（ケース
マーク等）

FAX

ハウスB/L
①

発行

アタッチシー
ト（ケース
マーク等）

アタッチシー

ト（ケース
マーク等）

マスタB/L
受領

アタッチシー
ト（ケース
マーク等）

保
税
蔵
置
場

アタッチシー

ト（ケース
マーク等）

ハウス
ACL情
報①

ACL業
務

アタッチシー
ト（ケース
マーク等）

ハウス
ACL情
報②

カウン
ター渡し
等アタッチシー

ト（ケース
マーク等）

場

船
会

務

FAX

アタッチシー
ト（ケース

ク等）

アタッチシー
ト（ケース

マスタ
ACL情

アタッチシー

ト（ケース
ク等）

アタッチシー
ト（ケース

マスタB/L会
社

マーク等）
ト（ケ ス
マーク等）

ACL情
報

マーク等）
ト（ケ ス
マーク等）発行

16



３３．．ACLACL業務の改善～（３）アタッチシートの扱いについて～業務の改善～（３）アタッチシートの扱いについて～
②アタッチシートの運用改善について

アタッチシートについては、次のような方向性で改善についての検討を行うこととしたい。アタッチシ トに いては、次のような方向性で改善に いての検討を行うこととしたい。

ケースマーク等のアタッチシートについて、
（

見直しの方向性現状

ケ スマ ク等のアタッチシ トについて、
NACCS以外の手段で送付されている。
アタッチシートについては、複数の利用者間でやり
とりされるが、利用者間で情報が加工されることは
ほとんどない。

ACL業務に電子ファイル（Excel形式ファ
イル、Word形式ファイル等）を添付登録可
能として、全ての情報をNACCS上でやり
とり可能とする。

ほとんどない。
本来であれば、NACCS-EDI化されるべきであるが、
オリジナルの情報の時点で紙で送付される為、途中
の入力者がNACCS-EDI化するのが困難。

【メリット】
現状、紙でやりとりしているアタッチシートについて、NACCS上でやりとりが可能と現状、紙でやりとりしているアタッチシ トについて、NACCS上でやりとりが可能と
なる。→FAX等の送信手続稼働の削減。
Excel等の電子ファイルの授受が可能となるため、途中の入力者によるNACCS-EDI化
も容易となる。
ACL情報とアタッチシートの紐付けが容易になる。アタッチシートの検索も、ブッキンACL情報とアタッチシ トの紐付けが容易になる。アタッチシ トの検索も、ブッキン
グ番号等で検索可能。→NACCS上でACL情報と併せて検索が可能。
アタッチシートについて、紙での出力は不要。（船会社・NVOCCがB/Lを発行する時
にのみ必要に応じて紙出力。）
ＮＡＣＣＳ上で保管が可能である為、紙による保管が不要となる。ＮＡＣＣＳ上で保管が可能である為、紙による保管が不要となる。
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